
新型コロナウイルス感染症対策に係る八代市社会福祉協議会 

本所事務所の分散について 

八代市社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染リスクを軽減すると共にサービスを継

続させることを目的として本所事務所を分散します。 

このため、本所事務所内の職員数が少なくなることにより、窓口対応や電話対応等でお待た

せすることや、お問合せに関して後ほど折り返しの対応になる場合があります。 

ご不便をおかけし、大変申し訳ございませんが、ご了承くださいますようお願いいたします。

１．分散形態及び配置部署 

本所及び社協鏡支所（鏡地域福祉センター内）の２カ所に分散する。 

① 本所配置部署（地域福祉課） 

② 社協鏡支所配置部署（総務課） 

※社協会費及び日赤会費を持参される場合は、今までと変わりなく本所でも受取りで

きます。例会時やコミユニティーセンターでの集金等については、社協鏡支所配置の

総務課（☎52‐0677）へ連絡下さいますようお願い致します。  

２．実施期間 

令和２年５月12日（火）から令和２年５月３1日（日）まで 

（営業は、土・日・祝日を除く） 

 ※新型コロナウイルス感染の状況等により事務所分散を延期する事があります。（延期す

る場合は、ホームページでお知らせ致します。） 


